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子供に対するライターの安全対策への取組 

                           

 東京都 

 

 

【取組の契機】 

 
① 東京都では、商品等による危害や危険から都民を守るため、消費者、事業者等を

メンバーとする、東京都商品等安全対策協議会を設置し、安全対策について提言 

② 同協議会は、東京消防庁管内の火災の実態を踏まえ、日本で法規制のない「子供

に対するライターの安全対策」をテーマとして取り上げ、現状を分析し課題を整理 

 

 

【報告書の内容】平成２１年１１月  

 
①   安全対策の実施として、“チャイルドレジスタンス対策”について国は法律など

による規制を検討すること 

②  消費者への普及啓発として、東京都は、注意喚起・普及啓発を行うとともに、

教育機関及び保育機関などに情報提供を行うこと などを提言 

 

 

【都としての取組】 

 
①“チャイルドレジスタンス対策”の実施について、消費生活用製品安全法の「特定

製品」に指定するよう、消費者庁・経済産業省に法規制を要望 

② 業界団体に対しては、店頭での販売方法に注意を払うこと、子供が興味を示すよ

うなライターや危険性を認識できないようなライターの販売自粛などを要望 

③ 東京都は、幼い子供のいる家庭での注意事項について、保護者向けのリーフレッ

トを 70 万部作成し、保育所、幼稚園、各区市町村や保健センター等に配布 

  このほか、消費生活情報誌、広報東京都に、「ライターによる重大事故から子供を

守るために」を掲載するなど、様々な広報媒体を通じて注意喚起 

 

 リーフレットでの注意事項 

（１） 子供の手の届くところに、ライターを置かない。 

（２） 子供にライターを触らせたり、ライターで遊ばせたりしない。 

（３） 子供でも簡単に操作できるライターを極力購入しない。 

（４） 理解できる年齢になったら、子供に火の怖さを教える。 






